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研究成果の概要（和文）：ミンククジラは世界に広く分布しているナガスクジラ科に属する鯨類である。本研究
はこれらの系群、亜種間における形態学的違いを明らかにすることで、本種の資源管理への貢献を目指した。頭
骨や外部形態といった形態形質は分類学においては基礎的な分類形質であるが、大型鯨類についてはこれまで研
究成果が極めて乏しかった。そこで本研究ではこの基礎的な知見を拡充し、系群間、亜種間での形態学的差異を
明確にした。

研究成果の概要（英文）：Common minke whale is one of the large balaenopterids whale, which 
distribute world wide. The aim of this study is to contribute to population management of this 
species by clarifying morphological difference between stocks and subspecies. Although, 
morphological characters, such as skeleton and external characters are one of the fundamental 
taxonomic character, little is known on these differences in large whales. We collected the data and
 clarified morphological differences between stocks and subspecies.

研究分野： 鯨類学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
日本が商業捕鯨を再開した際には主要対象種になるとみられ、本種がいつ、どこに、どのくらいの数生息してい
るかを把握することは、本種の適切な資源管理にとって必要不可欠である。日本の周辺海域には遺伝的な交流が
ないとされる”系群”が知られ、さらに北太平洋と大西洋、そして南半球では亜種レベルで異なるとされてい
る。本研究はこれらの系群、亜種間における形態学的違いを明らかにすることで、本種を適切かつ持続的に管理
していくうえで、重要な貢献をした。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
鯨類をはじめとする野性生物の個体群を適切に維持・管理するうえでは系群単位での管理が

求められている。本研究で対象としているミンククジラ (Balaenoptera acutorostrata)はナガスク

ジラ科に属する鯨類で、太平洋、大西洋、南半球に広く分布している。我が国が商業捕鯨を開

始した場合の主要対象種と目されており、本種の持続的管理のために日本政府は北西太平洋鯨

類捕獲調査（JARPN）、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査（JARPNII）、新北西太平洋鯨類科学調

査（NEWREP-NP）を通して科学的データを蓄積してきた。これまで主に遺伝学的研究により、

太平洋産のミンククジラには二つの系群が存在し、特に日本沿岸域では両系群が混在している

ことが明らかになっている。また、北太平洋産ミンククジラは北大西洋産ミンククジラおよび

南半球産のミンククジラ（ドワーフミンククジラ）と亜種レベルで異なるとされている。一方

で、遺伝学的情報以外、特に形態学的な系群間の違いは系群間、亜種間ともに十分明らかにさ

れていなかった。 
 

２．研究の目的 
本研究では、日本沿岸域におけるミンククジラの系群構造解明に貢献するため、系群間およ

び亜種間での形態学的な違いを明らかにすることを目的とした。 

 
３．研究の方法 

北太平洋産ミンククジラについてはこれまで JARPN,JARPNII で収集されてきた骨格形態、

写真データに加え、新たに NEWREP-NP を通して骨格標本および胸鰭等の形態計測をおこなっ

た。大西洋産と南半球産のミンククジラについては各国の博物館に収蔵されている骨格標本の

計測を行ったほか、ノルウェーの商業捕鯨船に乗船することで骨格標本の作製ならびに外部形

態の計測をおこなった。これらの調査によって得られた情報を系群間比較ではミトコンドリア

DNA に基づく系群情報、亜種間比較では大洋間で比較分析をおこなった。 
 
４．研究成果 

本研究プロジェクトを通じミンククジラの骨格および外部形態学的について詳細な特徴を

明らかにした。また系群間、亜種間の比較をおこなったところ、亜種間では明瞭な違いが認め

られ、また系群間においては亜種間ほどではなかったものの、同様に形態学的な違いがあるこ

とがあきらかとなった。系群間、亜種間で認められた違いを下記に記す。 

 

【系群間比較】 

ミンククジラの固有の形態学的特徴である胸鰭に認められる白斑の相対的面積において、系

群間で違いが認められた。また、尾鰭腹面や背部から腹部にかけての体色の変化の様子におい

ても同様に違いが認められた。また頭骨形態においても多変量解析の結果、特に吻部の形状に

おいて系群間での違いが示された。 

 

【亜種間比較】 

亜種間においても同様に体色や骨格形態において明瞭な違いが認められた。胸鰭における相

対的な白斑面積は北太平洋産ミンククジラに比べ明瞭に大きく、また体色や体表の模様につい

ても亜種間で明瞭に異なることが示された。骨格形態についても鼓室骨の形状や大きさ、頭頂

部の形状等において明瞭な違いが認められた。 

 

本研究で得られた結果はいずれも、現在提唱されている系群および亜種構造を指示するもの



であり、形態学的な裏付けを行うことができたといえる。上記の研究成果については論文及び

学会発表で報告したが、現在も引き続き、系群間の頭骨形態における形態学的違いについて論

文を執筆中であり、亜種間の形態学的差異について学会発表を予定している。 
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